
広報とよやま平成30年8月号

町政あんない10

全
課
防
災
安
全
係
　
☎
２８

・
０
３
５
５

　し
尿
収
集
夏
期
休
業

　
し
尿
汲
取
と
浄
化
槽
清
掃
作
業
を
次
の
期

間
、
休
業
し
ま
す
▼
休
業
期
間
　
八
月
十
一

日
（
土
・
祝
）
〜
十
五
日
（
水
）
▼
問
合
せ

　
豊
衛
工
業
（
株
）
　
☎
２８

・
０
５
２
４
　

住
民
課
環
境
保
全
係
　
☎
２８

・
０
９
１
６

　法
律
相
談

　　
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
を
隔
月
で
開
催
し

て
い
ま
す
。
事
前
の
予
約
（
先
着
順
）
が
必
要
で
す

（
予
約
状
況
に
よ
り
次
回
（
十
月
）
以
降
の
申
込
み

と
な
り
ま
す
）
▼
と
き
　
八
月
十
五
日
（
水
）
午
前

十
時
〜
正
午
（
一
人
三
十
分
程
度
）
▼
と
こ
ろ
　
役

場
三
階
　
会
議
室
三
▼
対
象
者
　
町
内
に
在
住
か
在

勤
の
方
（
一
人
二
回
ま
で
）
▼
予
約
方
法
　
前
日
ま

で
に
電
話
す
る
か
、
役
場
三
階
十
番
窓
口
総
務
課
に

来
庁
の
上
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
▼
問
合
せ
　
総

務
課
総
務
・
人
事
係
　
☎
２８

・
６
０
０
３

 

　安
全
な
ま
ち
づ
く
り
県
民
運
動

　　
八
月
一
日
（
水
）
か
ら
十
日
（
金
）
に
か

け
て
夏
の
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
県
民
運
動
が

実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
の
期
間
中
の
取
組
と
し

て
、
町
で
は
西
枇
杷
島
警
察
署
員
と
防
犯
協

会
員
に
よ
る
「
住
宅
を
対
象
と
し
た
侵
入
盗

の
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
実
施
し
ま
す
。

当
日
は
チ
ラ
シ
や
啓
発
品
を
配
布
し
ま
す
▼

と
き
　
八
月
七
日
（
火
）
午
後
二
時
〜
▼
と

こ
ろ
　
エ
ア
ポ
ー
ト
ウ
ォ
ー
ク
名
古
屋
・
ア

ピ
タ
名
古
屋
空
港
店
▼
問
合
せ
　
防
災
安
全

課
防
災
安
全
係
　
☎
２８
・
0

3

5

5

　屋
外
広
告
の
ル
ー
ル
遵
守
を

　
ポ
ス
タ
ー
・
は
り
紙
・
立
看
板
・
広
告
塔

な
ど
、
屋
外
広
告
物
の
設
置
に
つ
い
て
は
、

愛
知
県
屋
外
広
告
物
条
例
に
よ
り
、
表
示
面

積
な
ど
が
細
か
く
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
屋

外
に
広
告
物
を
出
す
と
き
は
、
事
前
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
▼
問
合
せ
　
地
域
振
興
課
地
域

振
興
係
　
☎
２８

・
２
４
６
３

　高
齢
者
の
免
許
証
返
納
を
支
援

　
高
齢
者
の
運
転
に
よ
る
交
通
事
故
を
減
ら

す
た
め
、
高
齢
者
運
転
免
許
証
自
主
返
納
支

援
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
運
転
免
許
証

を
自
主
返
納
さ
れ
た
高
齢
者
の
方
に
支
援
品

を
交
付
し
ま
す
。
申
請
方
法
な
ど
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者
　
満
六
十
五
歳
以
上
で
、
有
効
期

限
内
の
運
転
免
許
証
（
す
べ
て
の
車
種
・
区

分
）
を
自
主
返
納
し
、
か
つ
自
主
返
納
時
と
申

請
時
に
、
本
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方

▼
支
援
内
容
　
次
の
い
ず
れ
か
一
点

①
と
よ
や
ま
タ
ウ
ン
バ
ス
回
数
券
　
千
円
セ

ッ
ト
　
五
冊
（
五
千
五
百
円
相
当
）

②
町
発
行
の
タ
ク
シ
ー
利
用
券
（
初
乗
り
料

金
＋
迎
車
料
金
の
補
助
券
）
　
十
枚

▼
申
請
期
限
　
自
主
返
納
し
た
日
か
ら
起
算

し
て
六
か
月
以
内

※

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
自
主
返
納
さ
れ
た

方
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
（
月
）
が
申

請
期
限
で
す
▼
問
合
せ
・
提
出
先
　
防
災
安

特
　
集

情
報
コ
ー
ナ
ー

ま
な
び
す
と

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

わ
い
わ
い
プ
ラ
ザ

町
政
あ
ん
な
い

と　き　8月１6日（木）

　　　  午前１０時～午後３時３０分

ところ　 役場１階　相談室

相談員　 愛知県女性相談員

問合せ　 福祉課福祉係　☎２８・０９１２

●女性相談（要予約）

と　き　8月１4日（火）

　　　 午前１０時～午後３時３０分

ところ 　役場１階　相談室

相談員 　愛知県母子自立支援員

問合せ 　福祉課福祉係　☎２８・０９１２

●母子家庭自立支援・就業相談

と　き　月曜日～金曜日（祝日除く）

　　　　午前８時３０分～午後５時１５分

ところ　役場１階　相談室

相談員　 尾張中部障害者就業・生活支援センター職員

問合せ　福祉課福祉係　☎２８・０９１２

●障がい者就業相談（要予約）

と　き　8月１4日（火）

　　　　午前１０時～午前１１時３０分

ところ　 総合福祉センター

　　　　しいの木２階　相談室

　　　　☎３９・０７７６（電話相談可）

相談員　身体障害者相談員

問合せ　福祉課福祉係　☎２８・０９１２

●身体障がい者等相談

●いのちの相談
「いのちの電話」（通話無料）

受付時間　毎月１０日

　　　　　午前８時～翌日の午前８時

　　　　　☎０１２０・７８３・５５６

「名古屋いのちの電話」（通話有料）

受付時間　２４時間いつでも

　　　　　☎０５２・９３１・４３４３

問合せ　福祉課福祉係　☎２８・０９１２

●家庭児童相談（要予約）
と　き　8月17日（金）

　　　　午前１０～午後３時

ところ　保健センター２階　研修室

相談員　愛知県家庭相談員

問合せ　保健センター　☎２８・３１５０

と　き　月曜日～金曜日（祝日除く）

　　　　午前１０時～午後３時

ところ　 各保育園

相談員　町保育士

問合せ　豊山保育園　☎２８・２８８８

　　　　冨士保育園　☎２８・３４５９

　　　　青山保育園　☎２８・３５６２

●子育て相談

●教育相談
と　き　月曜日から金曜日（祝日除く）

　　　　午前９時～午後４時

　　　　 ☎０１２０・２８・７８６７（ナヤムナ）

ところ　新栄学習等供用施設

相談員　豊山町教育相談員

問合せ　教育委員会事務局学校教育係

　　　　☎２８・２２１１

●心配ごと相談
と　き　8月21日（火）

　　　　午後１時３０分～午後３時

ところ　 総合福祉センターしいの木２階　相談室

相談員　民生児童委員

問合せ　社会福祉協議会　☎２９・０００２

●家庭教育相談
と　き　8月１5日（水）

　　　　午後１時～午後３時

ところ　役場３階　会議室３

相談員　子育てネットワーカー

対　象　町内在住の方で高校生以下のお子様をお持ちの方

問合せ　教育委員会事務局生涯学習係　☎２８・０３９６

●消費生活相談
とき・ところ　8月  1日（水）　役場３階　会議室3

　　　　8月１5日（水）　役場３階　会議室３

時　間　午後１時～午後３時

相談員　消費生活相談員

問合せ　地域振興課地域振興係　☎２８・２４６３

●よろず相談
と　き　8月１5日（水）

　　　　午後１時～午後３時

ところ　役場３階　会議室３

相談員　行政相談委員　人権擁護委員

問合せ　総務課総務・人事係　☎28・6003

　　　 福祉課福祉係　☎28・0912

相

談
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寄
附
御
礼

う
ち
わ
七
百
本

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
に
対
す
る
寄

附　
名
古
屋
城
北
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
　
様

　
名
古
屋
空
港
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
　
様

町
立
保
育
園
用
ミ
ス
ト
シ
ャ
ワ
ー
（
三
園

分
）

　
有
限
会
社
　
テ
ィ
・
エ
ム
・
テ
ッ
ク
　
様
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